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１．日本の財政状況について



租税及び印紙収入

837,350

(68.5％)租

所得税
253,250
(20.7％)

法人税
206,960
(16.9％)

公債金
295,840
(24.2％)

消費税
266,880
(21.8％)

その他
110,260
(9.0％)

一般会計

歳入総額

1,223,092

(100.0％)

特例公債
228,680
(18.7％)

建設公債
67,160
(5.5％)

その他収入
89,902
(7.4％)

社会保障
390,559
(31.9％)

地方交付税
交付金等
208,778
(17.1％)

防衛関係費
89,843
(7.3％)公共事業

61,078
(5.0％)

文教及び
科学振興
60,406
(4.9％)

その他
99,670
(8.1％)

債務償還費
182,086
(14.9％)

利払費等
130,672
(10.7％)

国債費
312,758
(25.6％)

一般歳出
701,557
(57.4％)

一般会計

歳出総額

1,223,092

(100.0％)

一般会計歳出 一般会計歳入

（単位：億円）

令和８年度一般会計予算 歳出・歳入の構成

____________________
（注） 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。 4



一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移

____________________
（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は補正後予算、令和８年度は政府案による。点線は当初予算による。
（注２）公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債、平成６～８年度は消費税率３％から５％への引上げに先行し

て行った減税による租税収入の減少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために実施する施策の財源を調達するための復興債、平成24年度及
び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するための年金特例公債を除いている。 5
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38.0 

33.6 34.4 
36.6 

108.6 

57.7 

50.5 

35.0 
37.1 

40.3 

29.6 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

昭50 昭55 昭60 平2 平7 平12 平17 平22 平27 令2 令7

（兆円）

一般会計歳出（点線は当初予算ベース）

一般会計税収（点線は当初予算ベース）

建設公債発行額

特例公債発行額

（年度）



債務残高の国際比較（対ＧＤＰ比）

____________________
（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）日本は、2024年及び2025年が推計値。それ以外の国は、2025年が推計値。
（出所）IMF “World Economic Outlook” （2025年10月）
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純債務残高の国際比較（対ＧＤＰ比）

____________________
（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）日本は、 2024年から2025年が推計値。それ以外の国は、2025年が推計値。
（出所）IMF “World Economic Outlook” （2025年10月）
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経常収支

____________________
（出所）日本銀行「資金循環統計」
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____________________
（注１）日本以外の計数は、IMFで公表されている年末の為替レートにて円換算。
（注２）一部中東諸国等については計数が公表されていない。
（出所）日本：財務省、ロシア：Bank of Russia、その他：IMF

対外純資産残高（2024年末時点） 
 –各国比較-

(兆円) 

ドイツ

日本

中国

香港

ノルウェー

カナダ

ロシア

イタリア
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____________________
（注）「一般政府」は、中央政府、地方公共団体、社会保障基金を合わせたもの
（出所）日本銀行「資金循環統計」

（年度）

(兆円) 
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２．債務管理政策について



国債管理政策

○ 上記の基本的目標を達成するため、国債発行計画の策定・運用に当たり、中長期的な需要動向

を踏まえつつ、市場のニーズに即した国債発行を行っていく。同時に、市場参加者にとっての

透明性・予見可能性を確保し、国債投資に対するリスクを低下させていくことが必要。

○ 満期構成については、市場への影響を最小限に抑えるために、国債市場特別参加者会合（PD）

などを通じて、市場との慎重な対話を促進していく。

[基本的目標]
① 国債の確実かつ円滑な発行
② 中長期的な調達コストの抑制

12



市場との対話

○ 国債の安定的な消化や、市場の流動性の維持・向上のための施策を的確に実施していくため、各種会合等における意
見交換を通じて、市場との対話を強化。

中長期的な視点から、今後の国の債務管
理政策について、高い識見を有する方々と
、技術的な側面を含め意見交換。

生損保・銀行・アセットマネジメント会社
などの機関投資家等と意見交換。

◇国の債務管理
に関する研究会

◇国債投資家懇談会

国債保有者層の多様化を促進する
観点から、国内・海外投資家に対し
て、我が国経済・財政や国債管理政
策に係る正確かつタイムリーな情報
を提供。

個人の国債保有を促進する観点から、 個
人向け国債の取扱金融機関と意見交換。

◇国債ﾄｯﾌﾟﾘﾃｰﾗｰ会議

保有の促進

国債発行

当局

国債市場特別参加者（証券会社等の
「プライマリー・ディーラー」）と国債市
場に関する重要事項について意見交
換。

◇国債市場
特別参加者会合

◇国内・海外IR

13



令和８年度国債発行計画の概要
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  

○ 個人向け国債の販売対象拡大（「個人向け国債プラス」） 

➢ 個人に加え、安定的な保有が期待される非営利法人等（学校
法人、マンション管理組合等）に販売対象を拡大（令和９年

１月発行分（令和８年１２月募集分）からを予定。）。 

○ 新たな変動利付国債の発行開始 

➢ 市場のニーズを踏まえ、短期金利に連動した変動利付国債を発
行開始（令和９年１月以降の発行開始を予定し、詳細は市

場関係者と調整中。）。 

令和８年度の新たな取組 

➢  

○ 国債発行規模 

➢ 令和８年度の国債発行総額は１８０．７兆円（対前年度

補正後比▲８．９兆円）。 

➢ 市場との対話を踏まえ、超長期債（４０・３０・２０年債）

の発行を１，０００億円/月減額する一方、中長期債（２・

５・１０年債）の発行は令和７年度補正後の規模を維持。 

○ 市場とのコミュニケーション強化（年央ヒアリング） 

➢ 令和８年度より、市場環境の変化への柔軟性を高めることを目

的に、６月頃を目途として、進行年度中の発行計画について、

市場関係者に対し、「年央ヒアリング」を行うことで、定期点検の

機会を導入。 

※市場に急激な変化が生じた際は、従来通り、機動的に対応。 

令和８年度国債発行計画のポイント 

令和８年度国債発行計画

＜発行根拠法別発行額＞ （単位：兆円）

（単位：兆円）

R8当初区 分 対R7
補正後比

対R7
当初比

▲10.8＋0.929.6
新規国債

（建設・特例国債）

＋1.0＋3.013.0財投債

＋1.0▲0.5135.8借換債

▲0.2＋0.42.3GX経済移行債等

▲8.9＋3.8180.7国債発行総額

R8当初R7補正後区 分 対R7
補正後比

▲9.4174.8184.2市中発行分 計

▲0.71.82.5うち40年債

▲1.57.28.7うち30年債

▲1.88.410.2うち20年債

-31.231.2うち10年債

＋0.930.029.1うち05年債

＋1.533.632.1うち02年債

▲8.440.849.2割引短期国債

＋0.55.95.4個人向け販売分

▲8.9180.7189.6合計

＜調達方法（消化方式別発行額）＞

14



5.3 12.3

34.0 33.6 34.4 36.6

108.6

57.7 50.5
35.0 37.1 40.3

29.60.0 0.8 
0.2 

1.1 
0.5 1.5 

1.1 
1.4 

1.0 

0.1 
0.8 

0.7 

0.0 

0.0 
0.0 

0.4 

9.0 

42.4 

106.4 103.3 104.2 

108.5 

142.9 
147.7 

153.9 
133.0 

134.7 

135.8 

12.0 10.6
12.5

39.1

10.1 14.1

3.0
9.5

12.0
13.0

5.7 

21.3 

76.4 

152.0 148.3 
154.2 

256.9 

210.7 212.3 

193.5 

180.9 
189.6 

180.7 

0

50

100

150

200

250

昭和50 60 平成10 29 30 令和元 2 3 4 5 6 7 8

（兆円）

財投債

借換債

復興債

GX経済移行債

子ども特例債

半導体・AI債

新規国債（特例国債・建設国債）

（年度）

（注１）令和６年度までは実績。
（注２）計数ごとに四捨五入したため、合計において一致しない場合がある。

（当初）（補正後）

国債発行総額の推移
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カレンダーベース市中発行額の推移

16
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中期債（５年）
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（注）令和６年度までは実績ベース。令和７年度は補正後ベース。令和８年度は当初ベース。



9年4か月
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9年6か月

9年5か月

9年2か月

9年0か月

8年11か月

9年2か月

9年0か月

8年10か月

____________________
（注）普通国債残高。令和6年度末までは実績。令和7年度末は補正後ベース。令和8年度末は当初ベース。
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____________________
（注１）日本は普通国債の発行残高の平均償還年限であり、割引短期国債（TB）を含み、政府短期証券（FB）は含みません。

諸外国は短期債（1年以下）を含みます。 
（注２）ストックベース。非市場性国債は含みません。
（注３）日本のみ翌年3月末時点、その他の国は12月末時点。
（出所）OECD、各国債務管理当局HP

日本国債の平均償還年限
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____________________
（注）令和6年度までは実績。令和7年度は補正後ベース。令和8年度は当初ベース。
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2013年4月4日
日本銀行

「量的・質的金融緩和」の導入

2016年9月21日
日本銀行

「長短金利操作付き
量的・質的金融緩和」の導入

____________________
（注１） 「国債」は「財投債」を含む。
（注２） 「銀行等」には「ゆうちょ銀行」、「証券投資信託」及び「証券会社」を含む。
（注３） 「生損保等」は「かんぽ生命」を含む。
（出所） 日本銀行「資金循環統計」

国債及び国庫短期証券の保有者別内訳の推移

日本銀行

生損保等

海外

銀行等

公的年金
＋年金基金

家計

2024年7月31日
日本銀行

無担保コールレート翌日物を0.25%に引き上げ
長期国債買い入れの減額計画の決定

2025年1月24日
日本銀行

無担保コールレート翌日物を0.50%に引き上げ
2024年3月19日

日本銀行
「金融政策の枠組みの見直し」を決定

（マイナス金利解除・長短金利操作撤廃）
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国債等の保有者別内訳
（令和７年９月末（速報））

____________________
（注１） 「国債」は「財投債」を含む。
（注２） 「銀行等」には「ゆうちょ銀行」、「証券投資信託」及び「証券会社」を含む。
（注３） 「生損保等」は「かんぽ生命」を含む。
（出所） 日本銀行「資金循環統計」（令和７年12月17日公表）
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一般政府

（除く公的年金）

242,968 

2.1%

財政融資資金

30,000 

0.3%

日本銀行

5,239,317 

44.2%

銀行等

1,891,009 

16.0%

生損保等

1,715,097 

14.5%

公的年金

676,093 

5.7%

年金基金

313,642 

2.6%

海外

1,454,987 

12.3%

家計

176,749 

1.5%

その他

109,731 

0.9%

国債
合計 1,044兆3,520億円

国庫短期証券（T-Bill）
合計  140兆6,073億円

国債及び国庫短期証券（T-Bill）
合計  1,184兆9,593億円

（単位：億円）

一般政府

（除く公的年金）

36,968 

0.4%

日本銀行

5,222,235 

50.0%

銀行等

1,521,364 

14.6%

生損保等

1,696,659 

16.2%

公的年金

676,093 

6.5%

年金基金

313,642 

3.0%

海外

690,079 

6.6%

家計

176,749 

1.7%

その他

109,731 

1.1%
一般政府

（除く公的年金）

206,000 

14.7%

財政融資資金

30,000 

2.1% 日本銀行

17,082 

1.2%

銀行等

369,645 

26.3%

生損保等

18,438 

1.3%

海外

764,908 

54.4%



新たに発行を予定する変動利付国債の基本的な商品性

表面利率
（クーポン）

「基準金利」＋「スプレッド（注１）」
（0.001％刻み、下限を0％とする）

基準金利（注2） 6ヶ月T-Billの発行利回り
（利率決定の直前に実施された6ヶ月T-Bill入札の平均発行利回り、小数点第4位を四捨五入）

発行方法
入札方式
（スプレッド（負数も可）を入札に付すダッチ方式で、応札における札の刻み幅は0.001％）

年限候補 2年、5年

償還日 2年債であれば発行月と同月の1日、5年債であれば発行月の前四半期末の月（3/6/9/12月）の20日（注3）

利払日 償還日の半年単位の応当日、年2回

日数計算 基準金利のT-Billと同様

最低額面 5万円

ストリップス 非対象

リオープン 未定

その他
・第Ⅱ非価格競争入札は実施
・非競争入札、第Ⅰ非価格競争入札、流動性供給入札および買入消却入札は実施しない
・新たな変動利付国債の固有名コード及び国債名称コードについては、追って証券コード協議会より公表される予定

____________________
（注1）スプレッドは入札時に決定し、満期まで変更しません。
（注2）基準金利は利子計算期間開始前に決定し、利払いの都度（半年に一度）改定します。
（注3）5年債も発行頻度・発行金額次第では2年債と同様に発行月と同月の1日とする可能性があります。
（注4）上記の商品性については、今後の検討過程で変更する可能性があります。
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国債の保有促進に向けた取組（個人向け国債の販売対象拡大）

21

– 個人向け国債の販売対象拡大は、国債の安定保有層の拡大を図る観点から、資金運用に関する制約（元本

確保に対するニーズ等）や保有の安定性といった点で、個人と類似した傾向を有すると見込まれる法人等に
対して、個人向け国債の購入を可能とするものです。

こうした趣旨を踏まえると、一般的に、高度な資金運用体制を備えていると考えられる金融機関や上場企

業等は、引き続き販売対象外とすることが適当と考えています。

– 上記の基本的考え方の下、線引きの明確さや販売を担う金融機関にとっての対応しやすさも考慮し、具体

的な販売対象の拡大範囲は、金融商品取引法上の特定投資家※制度を参考に、下図の法人等（一般投資家）

とします。

※ 知識・経験・財産の状況から金融取引に係る適切なリスク管理を行うことが可能な投資家。金融商品取引法上の投資家保護に関する規制の一部が適用されない。

＜具体例＞金融商品取引業者、投資法人、銀行、保険会社、

信用金庫、労働金庫、農林中央金庫、短資会社、

金融庁長官へ届出を行った信用協同組合、

金融庁長官が指定する農業協同組合 など

①国 ②日本銀行

＜具体例＞特殊法人・独立行政法人、特定目的会社、

資本金５億円以上と見込まれる株式会社、

上場株式会社、外国法人 など

④内閣府令で定める法人

③適格機関投資家（個人以外）

販売対象外（特定投資家）

※ 金融商品取引法第２条で特定投資家として掲げられている者

■非営利法人

＜具体例＞一般社団法人、一般財団法人、

学校法人、医療法人、管理組合法人、

社会福祉法人、特定非営利活動法人、

宗教法人、税理士法人 など

■非上場法人

＜具体例＞非上場株式会社（資本金５億円未満）、

合同会社、合資会社、合名会社

■その他

＜具体例＞マンション管理組合 など

販売対象となる法人等（一般投資家）

＜主な例＞



３．クライメート・トランジション

利付国債について



ＧＸ経済移行債／クライメート・トランジション利付国債の概要

概要

• 我が国でも2050年カーボンニュートラル等の国際公約と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくためには、10
年間で150兆円を超える官民のＧＸ投資が必要。

• 政府は、先行投資を支援するため、令和５年度から10年間で20兆円規模のＧＸ経済移行債（脱炭素成長型経済構造移
行債）を発行。

• ＧＸ経済移行債は、化石燃料賦課金・特定事業者負担金（発電事業者への有償オークション等）により、令和32年度
（2050年度）までに償還。

 ※ 化石燃料賦課金は令和10年度（2028年度）から、特定事業者負担金は令和15年度（2033年度）から、それぞれ徴収開始予定。

個別銘柄「クライメート・トランジション利付国債」

• ＧＸ経済移行債については、民間の事業者及び金融機関によるトランジション・ファイナンスを含めたＧＸ投資を活性化さ
せていくためにも、世界初の国によるトランジション・ボンド（個別銘柄）として「クライメート・トランジション利付国債」と名
付けて発行。

• 令和５年11月に、資金使途などをまとめたフレームワークを策定し、国際基準に合致する旨の認証(ＳＰＯ)を外部の評価
機関（ＪＣＲとＤＮＶ）から取得。（令和７年６月改訂）

• 令和５年度発行分インパクトレポートおよび令和６年度発行分資金充当レポートを令和８年２月に公表。

• 令和８年度（令和８年４月～令和９年３月）の入札発行日程は以下：

入札日 年限 金額

令和８年５月 ５年債 2,500億円程度

令和８年８月 10年債 2,500億円程度

令和８年11月 ５年債 2,500億円程度

令和９年２月 10年債 2,500億円程度
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